
導が行われていないという状況であった。また、「要治療」や「要精検」とな

った者の治療状況について確認する手段が限られていたことから、これらの

者の把握が困難であった。 

  今後は、医療保険者が健診・保健指導を行うことから、健診受診者全員に

対して、必要性に応じた保健指導が行われることになる。具体的には、健診

結果及び質問項目から生活習慣病のリスクに応じて階層化し、「情報提供」、

「動機づけ支援」、「積極的支援」の保健指導を行う。また、医療保険者は、

保健指導の実施状況や、「要治療」や「要精検」となった者の治療状況が把握

できることから、保健指導が必要な対象者を把握することは容易になる。 

 

４）保健指導の内容 

  これまで、健診後の保健指導は、健診結果を通知しパンフレットなどを使

用して一般的な情報提供をする保健指導や、高血圧、糖尿病等の病態別の保

健指導が行われていた。 

  今後、健診後の保健指導は、内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）

に着目した生活習慣の改善に重点を置いた指導を行う。具体的には、健診結

果から本人が身体状況を理解し、生活習慣改善の必要性を認識でき、行動目

標を自らが設定し実行できるよう、個人の行動変容をめざした保健指導を行

う。保健指導は、対象者の考えや行動変容のステージ（準備状態）を考慮し、

個別性を重視した保健指導が行われることになる。 

 

５）保健指導の方法 

  地域保健では、老人保健事業として病態ごとの健康教育や健康相談におい

て、集団及び個人に対する相談・指導が行われていたが、疾患の理解とその

予防方法を指導する傾向が強かった。老人保健事業第４次計画からは個別健

康教育が導入され、個人の行動変容を促す事業が開始されたが、この事業は

「要指導」者のごく一部の対象者に実施されていたものであった。 

  また、職域保健では、産業医や保健師等による健康支援が行われ、個人の

行動変容を促す取り組みが行われていたが、このような保健指導の実施は大

企業などのごく一部の事業所に留まっていた。 

  現在、個人の行動変容に着目をした生活習慣病予防プログラムの開発が先

進的な地域や職域で行われていることから、今後は、これを基にした保健指

導プログラムの標準化を図り、全ての医療保険者において行動変容を促す保

健指導が行われることになる。 

健診受診者全員に対して、生活習慣改善の必要性に応じた保健指導の階層

化を行い、保健指導としては、「情報提供」のみ、個別面接を含んだ「動機づ

け支援」、３ヶ月から６ヶ月程度の支援プログラムの「積極的支援」を行う。

そして、保健指導が終了した後も対象者が継続して健康的な生活習慣が維持

できるように、社会資源の活用やポピュレーションアプローチによる支援が

行われる。 
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